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平 成 ２ ５ 年 度 福 祉 施 策 審 議 会 諮 問 予 定 項 目  

 

 「 地 域 災 害 医 療 対 策 会 議 の 設 置 に つ い て 」  

〔 概 要 〕    

 国 で は 、 東 日 本 大 震 災 で あ き ら か と な っ た 課 題 へ の 対 応 策 を 検

討 す る た め に 設 置 し た 「 災 害 医 療 等 の あ り 方 に 関 す る 検 討 会 」 の

報 告 を 踏 ま え 、 平 成 ２ ４ 年 ３ 月 、 災 害 時 の 医 療 提 供 体 制 等 に 関 す

る 指 針 を 都 道 府 県 等 へ 通 知 し ま し た 。 ま た 、 県 で は 、 検 討 会 の 報

告 や 国 の 通 知 を 受 け 、 本 県 の 災 害 医 療 体 制 の 整 備 案 を 策 定 し 、 ９

月 １ ３ 日 に 開 催 し た 「 千 葉 県 救 急 医 療 、 災 害 医 療 連 絡 協 議 会 」 に

諮 り 、 そ の 了 承 を 得 ま し た 。  

そ こ で 、 県 か ら 市 に 対 し 次 の ３ 点 に つ い て 要 請 が あ り ま し た 。  

１  地 域 の 関 係 機 関 が 災 害 医 療 に つ い て 、 平 常 時 か ら 協 議 す る 場

と し て 「 地 域 災 害 医 療 対 策 会 議 」 の 設 置 を 行 う こ と 。（ 内 容

は 、 地 域 災 害 医 療 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 選 任 、 市 救 護 本 部 の 活

動 マ ニ ュ ア ル の 策 定 、 訓 練 の 計 画 実 施 等 で す 。）  

２  来 援 し た 医 師 、 看 護 師 な ど の 救 護 チ ー ム 等 の 活 動 拠 点 の 整 備

を 行 う こ と 。（ 市 の 救 護 本 部 の 強 化 ）。  

３  来 援 し た 救 護 チ ー ム 等 の 活 動 調 整 を 行 な う 等 、 市 の 救 護 活 動

の 調 整 役 『 地 域 災 害 医 療 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 』 の 配 置 を す る こ

と 。      

な お 、 千 葉 県 か ら の 要 請 は 、 現 在 の 流 山 市 地 域 防 災 計 画 の 災 害

医 療 対 策 に つ い て 、 補 完 す る も の と な り 、 整 備 し た 災 害 医 療 体 制

に つ い て は 次 期 の 流 山 市 地 域 防 災 計 画 と 併 せ る こ と を 予 定 し て い

ま す 。  

今 後 の ス ケ ジ ュ ー ル に つ い て は 、 ま ず 、 地 域 災 害 医 療 対 策 会 議

に つ い て の 設 置 や 、 メ ン バ ー の 選 考 等 を 位 置 づ け る 根 拠 と な る も

の の そ の 取 扱 い （ 条 例 、 規 則 、 要 綱 等 ） に つ い て 、 現 在 協 議 中 と

な っ て お り ま す こ と を ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。  


